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香川県広域水道企業団職員就業規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

香川県広域水道企業団企業長  池  田  豊  人   

香川県広域水道企業団企業管理規程第５号 

香川県広域水道企業団職員就業規則の一部を改正する規則 

 香川県広域水道企業団職員就業規則（平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（特別休暇） （特別休暇） 

第16条 略 第16条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である 

場合における休暇とし、その期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ､

当該各号に定める期間とする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

(８) 職員が生後３年に達しない子を育てる場合 １日につき1 2 0分（第

24条第３項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある

日については、当該1 2 0分からこの承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間。以下この号において同じ。）を超えない範囲内で１日２回それ

ぞれ15分を単位とする時間（生後１年に達しない子を育てる女性職員に

あっては、30分以上に限る。男性職員にあっては、その子の当該職員以

外の親（当該子について民法（明治29年法律第89号）第8 1 7条の２第１

項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（

当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）で

あって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4

号）第27条第１項第３号の規定により当該子を委託されている同法第６

条の４第１号に規定する養育里親である者（同法第27条第４項に規定す

る者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規

定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。）若しく

は同条第２号に規定する養子縁組里親である者を含む。）が当該職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当

する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同

日における育児時間を請求した場合は、１日につき1 2 0分から当該承認

又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない範囲内で１日２回それ

ぞれ15分を単位とする時間） 

(８) 職員が生後３年に達しない子を育てる場合 １日につき1 2 0分を超

えない範囲内で１日２回それぞれ15分を単位とする時間（生後１年に達

しない子を育てる女性職員にあっては、30分以上に限る。男性職員にあ

っては、その子の当該職員以外の親（当該子について民法（明治29年法

律第89号）第8 1 7条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童

福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第27条第１項第３号の規定により当該

子を委託されている同法第６条の４第１号に規定する養育里親である者 

（同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により､

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として委託することがで 

きない者に限る。）若しくは同条第２号に規定する養子縁組里親である

者を含む。）が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における

この号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基

準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日

につき1 2 0分から当該承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超え

ない範囲内で１日２回それぞれ15分を単位とする時間） 
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(９)～(25) 略 (９)～(25) 略 

２ 略 ２ 略 

  

（育児休業等） （育児休業等） 

第24条 略 第24条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 企業長は、職員（次に掲げる職員を除く。）が請求した場合において、

公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、当該

職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務 

時間の全部又は一部について勤務しないこと（以下「部分休業」という。)

を承認することができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) １週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期

間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が1 2 1

日以上であるもの以外の非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を

除く。） 

(２) １週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期

間によって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が1 2 1

日以上である非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６

時間15分以上である勤務日があるもの以外の非常勤職員（定年前再任用

短時間勤務職員等を除く。） 

４～９ 略 ４～９ 略 

  

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


